
『U・Iターン創業応援事業』
一次募集のお知らせ

令和５年度

助成限度額：上限200 万円　　助成率：1/2 以内

●
●
U・Iターン起業する方
じもと定着起業する方
※東京圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）から移住した方には、最大
100 万円の移住支援金を市町村が追加で交付します。

（一定の要件有り。詳細は移住先の市町村にご確認ください）

上
限200万円

応募対象者

『U・Iターン創業応援事業』とは？
U・Iターンにより、新潟県内に移住し新たに起業する方に
必要な経費の一部を助成する事業です。 HPは

こちら！

新潟で

U・Iターン起業を

応援します！

NICOのホームページ
（https://www.nico.or.jp）から、
詳しい募集案内、申請書類を
ダウンロードしてください！

申請方法

令和５年 ６月９日（金）まで令和５年 ６月９日（金）まで募集期限


